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以下のとおり、報告いたします。 

 

研究制度  

☑特別研究期間     □自由研究期間         

□大学共同研究     □個人特別研究費        

□博士研究員  

※国際共同研究交通費補助については別様式にて作成してください。  

研究課題   障害者ソーシャルワークと障害学との関係について  

研究実施場所   自宅、個人研究室  

研究期間  2018年  4月  1日  ～  2019年  3月  31日（ 12ヶ月）  

 

◆  研究成果概要  （ 2,500字程度） 

上記研究課題に即して実施したことを具体的に記述してください。 

 

１．目的  

 本研究では、障害学と（障害者）ソーシャルワークが回避してきた「身体

（（ body）」に着目し、「（障害者）ソーシャルワークの立場から、『身体（ body）』

を語ることとはどういうことか？またそれは何のために必要なのか？」という問いに対

して、「インペアメント文化」概念を軸にすることでその解を論じる。それによって、

障害学とソーシャルワークとの関係を理論的に探ることを目的にする。  

上記の目的のため、本研究では先行研究レビューを行うと同時に、後述するインペア

メント文化の概念を通して、ソーシャルワーク理論の中での身体の位置づけを試論的に

探ってみた。換言すれば、インペアメント文化という概念がソーシャルワークの身体論

に果たし得る貢献とは何か、についての考察ということにもなる。  

 

２．問題意識  

 障害学と（障害者）ソーシャルワークはそれぞれ別個の学問体系として独自の視点を

有しているが、いずれともに「身体 body」への関与を回避してきた点では奇しくも一致

している。前者は“impairment”と“disability”を峻別し、あくまでも社会現象とし

ての“disability”を取り扱うべきことを主張する。それゆえに生物学的現象である

“impairment”については医学モデルへの傾斜を警戒し、それへの関与は回避されてき
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たといえる。一方で、ソーシャルワークの理論的な中核点である“Person-in-

Environment”視点では、身体（ body）は“個人（ person）”の重要な構成要素になって

いる。にもかかわらず、この身体は“Mind”と切り離され、医学モデル・個人責任論に

傾斜することへの警戒から、従前において言及されることが乏しかったことは否定でき

ない。個人と環境の交互作用という視点でサービス利用者が抱える困難を切り込んでい

く際に、身体は個人に属するものとして交互作用の主体として位置づけ得られるにもか

かわらず、障害学と同じく身体を顧みることは乏しかった。  

 この様に身体論を回避するという点では一致している両者であるが、障害学について

は、“ impairment”を生物学的なものでななく、“disability”と同様に社会現象とし

て捉える考え方が既に登場してきている（ Hughes & Patterson 1997)。その論によれ

ば、「目が見えない」「耳が聞こえない」こと自体が実は社会的な価値基準の反映なの

であり、“impairment”とは身体の上に現れた“disability”に他ならないことにな

る。この発想をそのままソーシャルワークに充てはめるとすれば、身体とは交互作用の

主体であると同時に、またそれ自体が交互作用の表れである、ということになるであろ

う。  

 

３．研究の方法  

 文献研究を行ない、上記の観点から「身体のソーシャルワーク理論」を試論的に試み

ることにした。先行研究レビューでは、障害学、身体社会学の分野で「身体」の扱われ

た方について、さらに「ボディスタディーズ」（ DeMello 2014=2017）を通して身体と社

会との関連についての探索を行った。またソーシャルワーク領域の先行研究では、「バ

ルネラビリティ論」について注目した。  

以上のうちで「バルネラビリティ論」に関しては、「ソーシャルワークのグローバル

定義」（ 2014）において「脆弱（ vulnerable）で抑圧された人々を解放」することがソ

ーシャルワークの努力目標とされていることからもその重要性が示唆され得るものであ

る。日本では、一般サービスとは異なる社会的ケア利用者の特質を説明すべく、古川孝

順（ 2006）によって「社会的バルネラビリティ論」が提唱され、次第に注目されるよう

になったとされている。当然、「バルネラビリティ＝漸弱」ということは身体上のそれ

も含まれてくるのであって、それゆえに「バルネラビリティ論」における身体の扱いを

レビューしてみることで、ソーシャルワークの身体論についての示唆もそこから得られ

るものと思われた。  

 加えて、 Cameron ＆  McDermottによる“Social Work and The Body”（ 2007）はソー

シャルワークの身体論を論じた数少ない文献であり、本研究テーマにとって同書を紐解

くことは欠かせないと考えられた。また、ソーシャルワークではミクロ・メゾ・マクロ

の方法論的分類がなされているが、身体の性格上、先行研究においてはミクロ領域での

扱いがほとんどである。そこで、マクロ面（政策）の研究で、論文題目に“Body”を冠

する Twigg（ 2002）の論文も取り上げ、マクロ的に身体をどう位置づけるべきかの示唆を

そこから得ることにした。以上の先行研究レビューを経て、従前のソーシャルワークが

身体をどう扱ってきたか、また如何なる課題があるかを浮き彫りにしてみた。  

 最後に、インペアメント文化という考え方がソーシャルワークの身体論で如何なる可

能性を持ち得るのかについて検討してみた。なおインペアメント文化とは、インペアメ

ントを持った身体（障害者）による生存戦略／環境適応のスタイルを意味する（松岡

2018）。  

 

４．結果  

 社会学ではそれまで「残余」とされてきた身体について、「社会学的な観点から『身

体』を語ることは可能なのか？またそうすることに、果たして意味があるのか？」（後

藤  2006:94）という問いに応えるべく身体社会学の理論が展開されてきた。こうした身

体社会学の議論はソーシャルワークが日常の実践で出会う様々な現象と同種であるとい

う指摘がある（ Cameron ＆  McDermott、 2007）。言い換えれば、身体を巡る社会学と同

じ問いがソーシャルワークにおいても成立し得るのであり、かつそれに対して学として
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の固有性を持った回答を導き出す努力が求められるともいえる。そこから、ソーシャル

ワークにおける身体論に、ソーシャルワークの固有性を見いだせる可能性があることが

確認できた。  

次にバルネラビリティ論においては、脆弱性を人間にとって普遍的な性質であること

を受容しつつ、身体、心理と社会のそれを区別する必要性が強調されており、身体的バ

ルネラビリティ、すなわち身体をソーシャルワークの埒外に置く従前の発想がそこに垣

間見られた。一方で Cameron ＆  McDermottは、そうしたソーシャルワークのあり方を批

判し、“The Body Congnizant Social Worker”を提唱し、 Twiggもソーシャルポリシー

における身体への着目の可能性を論じていた。そして、インペアメント文化という視点

は Cameron ＆  McDermottがいう“Corporeal capability”に相当するものとして考えら

れた。  

しかし、 Cameron ＆  McDermottの「身体」とは社会からの影響を受ける客体という性

格が強く、交互作用の主体、あるいは身体自体が交互作用の表れ、という視点には乏し

い点は否めない。ここにソーシャルワークの身体論の課題が横たわっていることが示唆

された。  

本研究の目的に関して言えば、障害学とソーシャルワークは前者が社会モデル、後者

は交互作用モデルという形でその視点が異なるにもかかわらず、身体論においては同じ

ような地平に立っているともいえるのであり、少なくとも後者にとってアナロジー的に

前者から学びえる余地は大きいのではないかと考えられた。特に、障害学が理論的に身

体（ impairment）を社会（ disability）の側に包摂し得たのに対して、ソーシャルワー

クは身体を“ Person-in-Environment”の中に十分に組み込めていない点は先行研究レビ

ューからも明らかであり、以下の考察で述べるような課題を果たすことで今後の理論的

発展が欠かせないものと思料した。また、この面での障害学の知見が、ソーシャルワー

クの身体論の確立に重要な示唆になり得ると考える。  

 

5．考  察  

 本研究で取り上げたインペアメント文化とは、身体と環境との交互作用という視点を

包摂した概念であり、それは“ Person-in-Environment”の具体的な表現として把握でき

るものと考えられた。  

上記の通り、身体に注目したソーシャルワーク理論は“ Person-in-Environment”との

整合性を十分に練り上げたとまでは言えない。今後は、そうした理論的限界を乗り越

え、身体を用いて環境に適用していくその様式やその影響こそが、身体のソーシャルワ

ークによって分析され、支援に活用する対象であること、インペアメント文化がソーシ

ャルワークの身体論の発展につながる可能性が見出す必要性が示唆された。  
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以  上  

提出期限：研究期間終了後 2ヶ月以内  
※個人特別研究費：研究費支給年度終了後 2ヶ月以内  博士研究員：期間終了まで  
提出先：研究推進社会連携機構（NUC）  
※特別研究期間、自由研究期間の報告は所属長、博士研究員は研究科委員長を経て提出してくださ

い。◆研究成果概要は、大学ホームページにて公開します。研究遂行上大学ホームページでの公
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開に支障がある場合は研究推進社会連携機構までご連絡ください。  


